
１　地方消費税交付金（社会保障財源化分）

使途目的：社会保障の充実（755,973千円） （単位　千円）

国・県支出金 地方債 その他
地方消費税交付金
(社会保障財源分)

その他

子ども医療費助成事業 404,927 51,585 0 2,329 154,445 196,568

幼稚園・保育所等給付費 5,054,321 3,560,649 0 272,221 574,688 646,763

地域子ども・子育て支援
事業

418,527 290,316 0 0 26,840 101,371

5,877,775 3,902,550 0 274,550 755,973 944,702

２　都市計画税

使途目的：都市計画施設の整備（441,152千円） （単位　千円）

国・県支出金 地方債 その他 都市計画税 その他
現
年
度

事
業 県営道路整備事業負担金 12,692 0 11,800 0 780 112

一般会計
（街路整備鹿屋分）

122,509 0 0 0 107,187 15,322

公共下水道事業特別会計 380,810 0 0 0 333,184 47,626

516,011 0 11,800 0 441,152 63,059

３　入湯税

使途目的：観光振興（162千円） （単位　千円）

国・県支出金 地方債 その他 入湯税 その他

観
光

振
興 観光ＰＲ誘客促進事業 43,658 6,438 0 0 162 37,058

43,658 6,438 0 0 162 37,058
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財源内訳

　入湯税は、鉱源泉の保護のための施設整備や観光振興の費用に充てるため、温泉（鉱泉浴場）の入湯客に課税される目的税
である。
　本市では、観光振興に関する事業の財源として充当している。

令和元年度決算
地方消費税交付金（社会保障財源化分）及び目的税の使途について

【根拠法令】地方税法（地方消費税の使途）
第72条の116　道府県は、前条第２項に規定する合計額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付した額を控除した額に相当する額を、消費税法第１条第２項に規定する経費その他社会
保障施策（社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。次項において同じ。）に要する経費に充てるものとする。
２　市町村は、前条第２項の規定により道府県から交付を受けた額に相当する額を、消費税法第１条第２項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする。

【根拠法令】地方税法（都市計画税の課税客体等）
第702条　市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定によ
り都市計画区域として指定されたもののうち同法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を
課することができる。（略）

【根拠法令】地方税法（入湯税）
第701条　鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉減の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興（観光施設の整備を含む）に要する費用に充てるた
め、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。
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　平成26年４月から消費税率が引き上げられたが、その趣旨は「社会保障４経費（年金、医療及び介護の社会保障給付並びに
少子化に対処するための施策）」の財源確保のためであることから、県及び市町村においては、引上げ分の税収は、社会保障
施策に要する経費に充てるものとする旨が地方税法に明記されている。
　本市では、地方消費税交付金の増額分を子ども医療費助成事業や幼稚園・保育所等給付費などの財源として充当している。

　都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業、または土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業の費用に
充てるため、都市計画区域内の土地や家屋の所有者に対して課税される目的税である。
　本市では、主に都市計画施設（道路、下水道）の整備に要する費用や、それらの整備のため過年度に借り入れた市債償還金
の財源として充当している。
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